
令和８年 9月15日まで到着分 10月から

令和９年 2月11日以降到着分 特別徴収に変更できません

３月から令和９年 2月10日まで到着分

令和９年 1月19日まで到着分 ２月から

令和８年12月16日まで到着分 １月から

令和８年11月18日まで到着分 12月から

令和８年10月16日まで到着分 11月から

令和８年 8月19日まで到着分 ９月から

令和８年 7月15日まで到着分 ８月から

令和８年 6月17日まで到着分 ７月から

令和８年 5月13日まで到着分 ６月から

就職・復職したかたがいたら（特別徴収に変更）･･････
１　就職・復職などにより特別徴収に変更される場合、右の例を参考に、本人あてに
　通知した納付書兼領収済通知書を必ず添えてご提出ください。
※　納税通知書兼決定（変更）通知書および領収印が押印されている領収証書は本人
　が保管してください。
２　特別徴収の開始月については、特別徴収への変更可能月一覧表をご確認くださ
　い。
３　納期限を過ぎた期については、特別徴収に変更できません。
　　ご本人あてに送付された納付書兼領収済通知書でお納めくださいますようお願い
　します。なお、口座振替を利用している方については、納期月の15日まで異動届出
　書をご提出ください。
４　期が空欄の場合は、本市において決定させていただきます。
５　受給者番号は事業所に任意に決めていただいている番号です。特別徴収税額通知
　書（納税義務者用）について電子データによる受け取りを希望される場合のみ必須
  となります。

異動届締切日 特別徴収変更可能月

特別徴収への変更可能月一覧表   締切日に間に合わなかった場合、翌月からの変更となりますので、ご了承ください。
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